
※当番医は変更となる場合があります。　※日ごろから「かかりつけ医」を持ちましょう。
※受診前に必ず病院へ電話相談をしてください。休日急病診療

健康カレンダー

■内科系　　診療時間　9：00～14：00 ■歯科系　　診療時間　9：00～13：00

乳児（3～4か月児）健康診査
1歳6か月児健康診査

3歳児健康診査
お誕生（10～11か月）教室

にこにこ（2歳児）教室
離乳食教室

R7.2生
R5.11生
R4.5生
R6.7生
R5.6生

5～6か月児

18日（水）
12日（木）
26日（木）
23日（月）
20日（金）
25日（水）

13：00～13：40
13：15～13：45
13：10～13：40
9：20～9：40
9：20～9：30

場　所 育児相談
受付時間

健康相談
受付時間日にち

福祉健康センター
こども館「かさくら」
総合交流センター
福祉健康センター

3日（火）
13日（金）
17日（火）
23日（月）

9：30～11：00
9：30～11：30
13：30～14：30
13：00～14：30

10：30～11：30

13：30～14：30
14：00～15：30

育児相談・健康相談 ※申込不要

場　所 時間日にち 申込・参加費
貯筋（ちょきん）くらぶ（65歳以上の方の体操教室）

ふれあいひろば（65歳以上の方の認知症予防教室）

子育てママサロン　バランスボール
対象：産後2か月から1年未満のお子さんと母親

場　所 時間日にち 申込

ふれあい喫茶（認知症カフェ）※認知症介護者のサロン（9：30～）

子どもの
健診・教室などの
年間予定

こども家庭センター（福祉健康センター内）

☎388‐7171（平日8：30～17：15）相談

日 病院名 所　在 電　話 病院名 所　在 電　話
1
8
15
22
29

小寺医院
山田耳鼻咽喉科
しみずこどもクリニック
森本内科・皮ふ科
こめの医院

笠松町美笠通
笠松町北及
岐南町野中
笠松町奈良町
笠松町米野

☎387‐4504
☎388‐3387
☎248‐3211
☎388‐3600
☎387‐6010

■薬局　　　開設時間　9：00～14：00
日 病院名 所　在 電　話
1
8

シトラス薬局
平成調剤薬局笠松店

笠松町美笠通
笠松町北及

☎387‐7900
☎388‐7117

小島歯科医院
ごとう歯科
はる歯科クリニック
きたはら歯科クリニック
岐南歯科クリニック

岐南町平島
笠松町田代
岐南町みやまち
岐南町野中
岐南町八剣北

☎245‐2096
☎387‐0955
☎273‐2300
☎247‐8168
☎248‐1116

妊娠期から18歳までの子育てをサポート
・保健師・助産師による電話相談・家庭訪問
・臨床心理士による発達に関する相談（要予約）

福祉健康センター

笠松
中央交流センター

総合交流センター

松枝交流センター

笠松
中央交流センター

4日（水）
18日（水）
11日（水）
25日（水）
5日（木）

19日（木）
4日（水）

18日（水）
11日（水）
25日（水）

9：30～
11：00

13：30～
15：00

・初参加の方
　のみ要申込
　☎388‐7171
・参加費：
　100円/回

場　所 時間日にち

福祉健康センター

笠松
中央交流センター

6日（金）

26日（木）

13：15～
14：45

10：15～
11：45

申込
初参加の方のみ要申込

笠松町地域
包括支援センター
☎388‐7133

福祉健康センター 3日（火）10：30～11：30 ☎388‐7171

場　所 時間日にち
総合交流センター
福祉健康センター※

9日（月）
10日（火）

10：00～
11：00

問合せ
笠松町地域包括支援センター
☎388‐7133

内　容 対象 受付時間日にち

■二次的病院（重症の方・救急を必要とする方）
　松波総合病院（笠松町田代）☎388‐0111
■救急電話相談（救急車を呼ぶか病院に行くかなどの
　判断に迷う時）　救急安心センター　☎#7119
　ダイヤル回線、IP電話などつながらないときは
　☎216‐0119

6月の健康だより

子どもの健診・教室（場所：福祉健康センター）
健 康 へ の ス テ ッ プ

町ホームページ▶

全世代に広げよう！
～健康寿命の延伸～

できることから
始めてみましょう！！

歯みがき教室

プレパマクラブ・ミニ
プレパマクラブ

乳幼児と
保護者
妊婦と

そのパートナー

3日（火）
23日（月）
3日（火）

23日（月）

9：50～10：00
9：30～11：00
13：00～14：30

10：00
13：30

15
22

ファミリー薬局のなか店
宮川薬局

岐南町野中
笠松町奈良町

☎259‐4116
☎387‐1677

特定健診、ぎふ・すこやか健診、ぎふ・さわやか口腔健診

特定健診、ぎふ・すこやか健診を受けましょう
　自分の健康状態を健診結果として数値で把握することは、自覚症状が現れにくい生活習慣病の発
見につながるだけでなく、健康的な生活を送る励みにもなります。
　対象の方には6月下旬に受診券をピンク色の封筒に入れて郵送します。この機会にぜひ受診しま
しょう。

ぎふ・さわやか口腔健診で、お口の健康チェックをしましょう
　「はしま・さわやか口腔健診」は、後期高齢者医療保険にご加入の皆さんを対象としています。
　この健診は、歯・歯肉の状態や口腔機能（かみ砕く、飲み込む、唾液の分泌など）のチェックを行い、
口腔機能の低下や誤えん性肺炎などの疾病を予防することを目的としています。口腔機能の向上は、
介護予防や認知症予防にもつながりますので、ぜひ受診しましょう。
　対象の方には、ぎふ・すこやか健診の受診券と一緒に受診券を郵送します。

－笠松町国民健康保険にご加入の方へ－　健診結果の提出にご協力をお願いします
　職場の健康診断などを受診した方に、健診結果の提供をお願いしています。
　健診結果を提供いただいた方には、商品券500円分（QUOカード）を進呈します。

（注意）次に該当する方は受診できません。
①妊産婦の方　②長期（6か月以上）入院の方　③国民健康保険から他の医療保険に変わった方
④勤務先の健診や人間ドックを受診した方、または受診予定の方

7月1日（火）～11月30日（日）※医療機関により実施期間が異なります。
町が指定する羽島郡内の医療機関

 500円

後期高齢者医療保険加入者
7月1日（火）～12月31日（水）

①羽島郡・羽島市内の歯科医療機関
②岐阜県内の歯科医療機関
※詳しくは受診券に記載

300円

特定健診

ぎふ・すこやか健診

・国民健康保険加入者
・今年度中に40歳になる方から令和7年7月31日時点で74歳の方
　（昭和25年8月1日～昭和61年3月31日生まれの方）

・後期高齢者医療保険加入者
・令和7年7月31日時点で75歳以上の方（昭和25年7月31日以前生まれの方）
　（一定の障がいがあり広域連合の認定を受けている場合は65歳以上の方）

▲詳しくはこちら

対象者

必要な健診項目

必要書類

提出期限

提出先

健診受診時と申請時に笠松町国民健康保険に加入している40歳～74歳の方
（特定検診、人間ドック費用の助成などを利用していない方）

特定健診と同じ項目　※検査結果だけでなく、診察結果や総合判定が必要

健診結果、特定健診受診券（ある方のみ）

職場健診などを受診した年度内

福祉健康センターまたは役場健康介護課窓口

▲詳しくはこちら

実施期間
実施医療機関
自己負担金

対象者
実施期間
実施医療機関

自己負担金

対象者

令和7年6月号
第1177号20 令和7年6月号

第1177号 21
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